
令和６（2024）年４月 12日 

 

保護者様 

大阪市立栄小学校 

校長 岸本 昌悟 

 

緊急時に児童が休み・集団下校となるときについて 
 

１．自然災害などで学校が休みになるとき 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

２．登校後に「暴風警報」・「特別警報」が発令されたとき 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ これらの内容は、学校からの「ミマモルメ」、学校 HPにてお知らせします。 

 

○ お子様１人１人、ミマモルメに必ず登録してください。 

 

※ 緊急連絡先が変更となる場合は、必ずお知らせください。 

 

〇 午前７時までに、もしくは午前７時～午前８時３０分の間に、次のことが起こったとき、学

校はお休みになります。 

ア 大阪市に「暴風警報」、「暴風雪警報」、「特別警報」が発表されたとき。 

イ 浪速区で河川氾濫の避難指示があったとき。 

ウ 大阪市内で震度５弱以上の地震が発生（気象庁発表）したとき。 

エ 南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が高まったと発表されたとき。 

 

〇 下校ルートの安全が確認されたとき、集団下校となります。 

 ※ 保護者の方に電話連絡がとれた児童だけ下校します。 

※ 連絡が取れない児童は、学校で待機します。必ずお迎えに来てください。 

※ いきいき活動は、中止です。 

※ 気象条件等により下校が安全でないと判断したときは、学校で待機する場合もあります。 


